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• チームの指示命令に従わない
• 強化合宿等のボイコット

• 監督、チーム批判等、協会及びチームの
名誉又は信用毀損

• 協会及びチームに対する背任行為
• 暴力行為、セクシュアル・ハラスメント等
• 賄賂、汚職
• 競技に関する不正行為
• 補助金等の不正受給、脱税（不正経理）
• 法令又は協会の定める諸規程違反
• その他

主な処分内容
• 口頭による注意（戒告）
• 始末書提出 （譴責）
• 強化合宿等参加禁止（立入制限）
• 資格停止（一定期間、無期限）
• 資格を永久に剥奪する（永久追放）

一般社団法人日本ろう者スキー協会 処分手続きの流れ
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通知書
（様式５）
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※ アンチ・ドーピング違反の場合は、日本アンチ・ドーピング機構（JADA）の規定に従う

②
⑩③

⑬④ ⑤

⑥ ⑨

⑦
⑧

弁明機会
⑪

⑫

註 矢印内の数字は手続きの順序

通報：
rinri_tuho@japandeafski.jp


